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        公布された条例のあらまし         

 

◇鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

 (１) 居宅介護等及び重度障害者等包括支援を行う障害福祉サービス事業者は、サービスを提供するに当たっ

ては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を 

行ってはならないこととし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様等を記録することとする。 

 (２) 居宅介護等、短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援及び自立生活援助を行う障害福祉サービ

ス事業者並びに福祉ホームは、感染症等の健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管

理上必要な措置を講ずることとする。 

 (３) 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う障害

福祉サービス事業者、障害者支援施設並びに地域活動支援センター及び福祉ホーム（以下「地域活動支援セ

ンター等」という。）は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連

携に努めることとする。 

 (４) 福祉ホームは、非常災害対策に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用

者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練することとし、非常災害対策に係る訓練の実施に当 

たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。 

(５) 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び地域活動支援センター等は、感染症又は非常災害の発生

時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとする。 

 (６) その他所要の規定の整備を行う。 

 (７) 施行期日等 

  ア 施行期日は、令和３年４月１日とする。 

  イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

  軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サー

ビス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設（以下

「軽費老人ホーム等」という。）は、入所者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その職員等に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならないこととする。 

(２) 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院及び指定介護療養型医療施設は、サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならないこととする。 

(３) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設（病院に限る。）

にあっては、栄養士又は管理栄養士（現行 栄養士）を置かなければならないこととする。 

(４) 軽費老人ホーム、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設がサービスの提供を開始するときに入所申込者等

に交付する書面の記載事項及び規程において定めるべき事項として、虐待の防止のための措置に関する事項

を加える。 
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(５) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームが規程において定めるべき事項として、虐待の防止のための措

置に関する事項を加える。 

(６) 訪問介護、訪問入浴介護若しくは介護予防訪問入浴介護、訪問看護若しくは介護予防訪問看護、訪問リ

ハビリテーション若しくは介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導若しくは介護予防居宅療養

管理指導、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定福祉用具販売若しくは特定介護予防福祉用

具販売を行う指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、感染症その他の規則で定める健

康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずることとする。 

(７) 軽費老人ホーム、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、通所介護、通所リハビリテーション若

しくは介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護、短期入所

療養介護若しくは介護予防短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者

生活介護を行う指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老

人保健施設若しくは介護医療院並びに指定介護療養型医療施設は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。 

(８) 軽費老人ホーム等は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者等に対してサービスを継続的に提

供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置等を講ずることとする。 

(９) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和３年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部を改  

正する条例 

１ 条例の改正理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援セ

ンター、指定児童発達支援事業者、指定医療型児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者、指

定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設（以下「福祉型障害児入所施設等」という。）は、

非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。 

(２) 福祉型障害児入所施設等、指定居宅訪問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支援事業者は、感

染症又は非常災害の発生時において、利用者等に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとす

る。 

(３) 福祉型児童発達支援センター、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者は、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う

場合は、規則で定める場合を除き、看護職員を置くこととする。 

(４) 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターを除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者は、

児童指導員又は保育士（現行 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者）を置くこととする。 

(５) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和３年４月１日とする。 

  イ 所要の経過措置を講ずる。 

 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 4 -

条 例

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治  

鳥取県条例第15号 

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例 

（鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第71号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第６条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 利用者又は他の利用者の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行わないこと。また、や

むを得ず身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、利用者の心

身の状況並びに身体的拘束等が必要

な理由その他必要な事項を記録する

こと。 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５ 略 

６ 感染症又は非常災害の発生時にお

いて、利用者に対してサービスを継

続的に提供し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずること。また、従業

者に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施すること。なお、

業務継続計画は定期的に見直しを行

い、必要に応じて変更を行うこと。 

７ 略 

別表第１（第６条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 略 

４ 略 
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８ 略 

略 

５ 略 

略 

別表第２（第８条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 利用者又は他の利用者

の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束

等を行わないこと。ま

た、やむを得ず身体的拘

束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、利用者

の心身の状況並びに身体

的拘束等が必要な理由そ

の他必要な事項を記録す

ること。 

３・４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。また、訓練の実施

に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連

携に努めること。 

６ 業務継続計画を策定

し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対

し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要

に応じて変更を行うこ

略 

別表第２（第８条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 利用者又は他の利用者

の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない

場合を除き、利用者の行

動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」とい

う。）を行わないこと。

また、やむを得ず身体的

拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、利用

者の心身の状況並びに身

体的拘束等が必要な理由

その他必要な事項を記録

すること。 

３・４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。 

略 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 6 -

と。 

７ 略 

略 

６ 略 

略 

別表第３（第10条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。また、訓練の実施

に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連

携に努めること。 

６ 業務継続計画を策定

し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対

し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要

に応じて変更を行うこ

と。 

７ 略 

略 

略 

別表第３（第10条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。 

６ 略 

略 

略 

別表第４（第12条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５ 略 

６ 略 

別表第４（第12条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 略 

５ 略 
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７ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。また、訓練

の実施に当たっては、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めるこ

と。 

８ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

９ 略 

略 

６ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。 

７ 略 

略 

別表第５（第14条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 利用者又は他の利用者の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行わ

ないこと。また、やむを得ず身体的

拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、利用者の心身の状況並びに

身体的拘束等が必要な理由その他必

要な事項を記録すること。 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

別表第５（第14条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 略 
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７ 略 

８ 略 

略 

４ 略 

５ 略 

略 

別表第６（第16条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。また、訓練の実施

に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連

携に努めること。 

６ 業務継続計画を策定

し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対

し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要

に応じて変更を行うこ

と。 

７ 略 

略 

略 

別表第６（第16条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。 

６ 略 

略 

略 

別表第７（第18条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

従 業

者 の

配置 

１～３ 略 

４ サービス管理責任者の

うち１人以上は、常勤の

者であること。 

略 

サ ー

ビ ス

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で

略 

別表第７（第18条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

従 業

者 の

配置 

１～３ 略 

４ 就労支援員及びサービ

ス管理責任者のうちそれ

ぞれ１人以上は、常勤の

者であること。 

略 

サ ー

ビ ス

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で

略 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 9 -

の 提

供 

定める健康被害が発生

し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管

理上必要な措置を講ずる

こと。 

４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。また、訓練の実施

に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連

携に努めること。 

６ 業務継続計画を策定

し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対

し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要

に応じて変更を行うこ

と。 

７ 略 

略 

の 提

供 

定める健康被害が発生

し、又はまん延をしない

ように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ず

ること。 

４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

こと。 

６ 略 

略 

別表第８(第20条関係) 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

略 

別表第８（第20条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めると

ともに、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練する

略 
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こと。また、訓練の実施

に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連

携に努めること。 

６ 業務継続計画を策定

し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対

し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要

に応じて変更を行うこ

と。 

７ 略 

略 

こと。 

６ 略 

略 

別表第９（第22条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

４ 略 

５ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

６ 略 

７ 略 

略 

別表第９（第22条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１・２ 略 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

略 

別表第10（第24条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める健康

別表第10（第24条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

１・２ 略 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 11 -

の 提

供 

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

４ 略 

５ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

６ 略 

７ 略 

略 

の 提

供 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

略 

別表第11（第26条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。また、訓練

の実施に当たっては、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めるこ

と。 

８ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

９ 略 

略 

別表第11（第26条関係） 

区分 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。 

８ 略 

略 

（鳥取県障害者支援施設に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県障害者支援施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第72号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
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別表（第５条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めるも

のとし、その計画を実行

できるよう利用者及びそ

の家族並びに従業者に周

知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実

施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう

連携に努めること。 

６ 感染症又は非常災害の

発生時において、利用者

に対してサービスを継続

的に提供し、及び非常時

の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下

「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な

措置を講ずること。ま

た、従業者に対し、業務

継続計画について周知す

るとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継

続計画は定期的に見直し

を行い、必要に応じて変

更を行うこと。 

７ 略 

８ 略 

略 

略 

別表（第５条関係） 

区分 最低基準 指定基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 非常災害対策は、非常

災害時の情報の収集、連

絡体制、避難等に関する

具体的な計画を定めるも

のとし、その計画を実行

できるよう利用者及び従

業者に周知し、定期的に

訓練を行うこと。 

６ 略 

７ 略 

略 

略 

（鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例の一部改正） 

第３条 鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例（平成24年鳥取県条例第73号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 
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区分 基準 

略 

設備 １ 利用者が創作的活動又は生産活動

及び社会との交流を行うために必要

な設備、備品等を備えた部屋並びに

利用者の特性に応じた便所を設ける

こと。ただし、利用者の支援に支障

がない場合として規則で定める場合

にあっては、この限りでない。 

２・３ 略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 利用者の人権を守り、虐待の発生

を防止するため、障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律(平成23年法律第79号)

第15条の規定に従い、従業員に対す

る研修の実施、責任者の設置その他

の措置を講ずること。 

３ 利用者に生産活動の機会を提供す

る場合は、作業時間、作業量等がそ

の者に過度な負担とならないよう配

慮すること。また、生産活動による

収入から必要経費を控除した額に相

当する工賃を支払うこと。 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５ 次に掲げる事項を記載した運営規

程を定め、施設に備え置くこと。 

(１)～(３) 略 

(４) 利用者に対して提供するサー

ビスの内容並びに利用者等が支払

う費用の種類及びその額 

(５)～(８) 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるものとし、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。また、訓練

の実施に当たっては、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めるこ

と。 

７ 感染症又は非常災害の発生時にお

区分 基準 

略 

設備 １ 障害者等が創作的活動又は生産活

動及び社会との交流を行うために必

要な設備、備品等を備えた部屋並び

に障害者等の特性に応じた便所を設

けること。ただし、利用者の支援に

支障がない場合として規則で定める

場合にあっては、この限りでない。 

２・３ 略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 障害者等の人権を守り、虐待の発

生を防止するため、障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律(平成23年法律第79号)

第15条の規定に従い、従業員に対す

る研修の実施、責任者の設置その他

の措置を講ずること。 

３ 障害者等に生産活動の機会を提供

する場合は、作業時間、作業量等が

その者に過度な負担とならないよう

配慮すること。また、生産活動によ

る収入から必要経費を控除した額に

相当する工賃を支払うこと。 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

５ 次に掲げる事項を記載した運営規

程を定め、施設に備え置くこと。 

(１)～(３) 略 

(４) 障害者等に対して提供するサ

ービスの内容並びに利用者等が支

払う費用の種類及びその額 

(５)～(８) 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるものとし、

その計画を実行できるよう障害者等

及びその家族並びに従業員に周知

し、定期的に訓練すること。 
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いて、利用者に対してサービスを継

続的に提供し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずること。また、従業

員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施すること。なお、

業務継続計画は定期的に見直しを行

い、必要に応じて変更を行うこと。 

８ 略 

９ 略 

略 

事 故

等 へ

の 対

応 

１ 従業員及び従業員であった者が、

利用者又はその家族の個人情報を漏

らさないようにするために必要な措

置を講ずること。 

２ 利用者の負傷、個人情報の漏えい

その他の事故が発生した場合は、直

ちに県、市町村及び家族に連絡する

とともに、当該事故の状況及び事故

に際して採った措置を記録するこ

と。 

３ 利用者又はその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するため、サー

ビス等に関する苦情を受ける窓口の

設置その他の措置を講ずること。 

４・５ 略 

７ 略 

８ 略 

略 

事 故

等 へ

の 対

応 

１ 従業員及び従業員であった者が、

障害者等又はその家族の個人情報を

漏らさないようにするために必要な

措置を講ずること。 

２ 障害者等の負傷、個人情報の漏え

いその他の事故が発生した場合は、

直ちに県、市町村及び家族に連絡す

るとともに、当該事故の状況及び事

故に際して採った措置を記録するこ

と。 

３ 障害者等又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するため、サ

ービス等に関する苦情を受ける窓口

の設置その他の措置を講ずること。 

４・５ 略 

別表第２（第６条関係） 

区分 基準 

略 

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。た

だし、利用者の支援に支障がない場

合として規則で定める場合にあって

は、この限りでない。 

(１) 略

(２) 利用者の特性に応じた浴室及び

便所 

(３) 利用者が娯楽、団らん、集会

等のために共用する部屋で、利用

定員に応じて適当な広さを有する

もの 

(４) 略

別表第２（第６条関係） 

区分 基準 

略 

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。た

だし、利用者の支援に支障がない場

合として規則で定める場合にあって

は、この限りでない。 

(１) 略

(２) 障害者の特性に応じた浴室及

び便所 

(３) 障害者が娯楽、団らん、集会

等のために共用する部屋で、利用

定員に応じて適当な広さを有する

もの 

(４) 略
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２～４ 略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 利用者の人権を守り、虐待の発生

を防止するため、障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律第15条の規定に従い、

従業員に対する研修の実施、責任者

の設置その他の措置を講ずること。 

２ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

３ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるものとし、

その計画を実行できるよう利用者及

びその家族並びに従業者に周知し、

定期的に訓練すること。また、訓練

の実施に当たっては、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めるこ

と。 

４ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

５ 略 

２～４ 略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 障害者の人権を守り、虐待の発生

を防止するため、障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律第15条の規定に従い、

従業員に対する研修の実施、責任者

の設置その他の措置を講ずること。 

２ 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月31日までの間、第１条の規定による改正

後の鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例別表第１サービスの提供の項第６号、別表第２サービスの提供

の項第６号、別表第３サービスの提供の項第６号、別表第４サービスの提供の項第８号、別表第５サービスの

提供の項第６号、別表第６サービスの提供の項第６号、別表第７サービスの提供の項第６号、別表第８サービ

スの提供の項第６号、別表第９サービスの提供の項第５号、別表第10サービスの提供の項第５号及び別表第11

サービスの提供の項第８号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう

努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行

うよう努めること」とする。 

（鳥取県障害者支援施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間、第２条の規定による改正後の鳥取県障害者支援施設に関する条例別

表サービスの提供の項第６号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努める
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こと」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう

努めること」とする。 

（鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月31日までの間、第３条の規定による改正後の鳥取県地域活動支援センター及び福祉

ホームに関する条例別表第１サービスの提供の項第７号及び別表第２サービスの提供の項第４号の規定の適用

については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあ

るのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 17 -

鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治  

鳥取県条例第16号 

鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例 

（鳥取県軽費老人ホームに関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県軽費老人ホームに関する条例（平成24年鳥取県条例第74号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（基本方針） 

第２条 略 

２・３ 略 

４ 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の

防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講

じなければならない。 

５ 略 

（基本方針） 

第２条 略 

２・３ 略 

４ 略 

別表（第３条、附則第２項関係） 

区分 基準 

略 

入所及び退所 １ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、入所申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、サービスの提供

に関する契約を文書により締結

すること。また、当該契約に

は、入所者の権利を不当に狭め

るような契約解除の条件を定め

ないこと。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(８) 略

(９) 略

２・３ 略 

サービスの提

供 

１～３ 略 

４ 入所及び退所の項第１号(１)

から(７)までに掲げる事項その

他施設の運営に関する重要事項

に関する規程を定めること。 

５ 略 

別表（第３条、附則第２項関係） 

区分 基準 

略 

入所及び退所 １ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、入所申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、サービスの提供

に関する契約を文書により締結

すること。また、当該契約に

は、入所者の権利を不当に狭め

るような契約解除の条件を定め

ないこと。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

２・３ 略 

サービスの提

供 

１～３ 略 

４ 入所及び退所の項第１号(１)

から(６)までに掲げる事項その

他施設の運営に関する重要事項

に関する規程を定めること。 

５ 略 
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６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう入所者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

７ 略 

８ 感染症又は非常災害の発生時

において、入所者に対してサー

ビスを継続的に提供し、及び非

常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずること。また、従業

者に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施する

こと。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応

じて変更を行うこと。 

９ 略 

10 略 

略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう入所者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

７ 略 

８ 略 

９ 略 

略 

（鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例（平成24年鳥取県条例第75号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（養護老人ホームの基本方針） 

第３条 養護老人ホームの基本方針は、次のとおりと

する。 

(１)・(２) 略

(３) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対

し、研修の実施その他必要な措置を講じなければ

ならない。 

(４) 略

（養護老人ホームの基本方針） 

第３条 養護老人ホームの基本方針は、次のとおりと

する。 

(１)・(２) 略

(３) 略

（特別養護老人ホームの基本方針） （特別養護老人ホームの基本方針） 
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第５条 特別養護老人ホームの基本方針は、次のとお

りとする。 

(１)・(２) 略

(３) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対

し、研修の実施その他必要な措置を講じなければ

ならない。 

(４) 略

２ 略 

（特別養護老人ホームの基準） 

第６条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準は、鳥取県介護保険施設に関する条例（平成24

年鳥取県条例第77号）別表第１従業者の配置の項

（第１号(８)及び第３号を除く。）、設備の項、入

所の項第２号、施設サービス計画の項第１号及び第

６号、サービスの提供の項第２号、第３号、第５号

及び第７号から第10号まで、記録の作成及び保存の

項並びに事故等への対応の項（第２号、第６号及び

第９号を除く。）（同条例附則第２条の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）のとおりとす

る。 

２ 略 

第５条 特別養護老人ホームの基本方針は、次のとお

りとする。 

(１)・(２) 略

(３) 略

２ 略 

（特別養護老人ホームの基準） 

第６条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準は、鳥取県介護保険施設に関する条例（平成24

年鳥取県条例第77号）別表第１従業者の配置の項

（第１号(８)及び第３号を除く。）、設備の項、入

所の項第２号、施設サービス計画の項第１号及び第

６号、サービスの提供の項第２号、第３号、第５号

及び第７号から第９号まで、記録の作成及び保存の

項並びに事故等への対応の項（第２号、第６号及び

第９号を除く。）（同条例附則第２条の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）のとおりとす

る。 

２ 略 

別表（第４条関係） 

区分 基準 

略 

サービ

スの提

供 

１・２ 略 

３ 次に掲げる事項に関する規程を定め

ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置に関す

る事項 

(８) 略

４ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるものとし、その計

画を実行できるよう入所者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。ま

た、訓練の実施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう連携に努める

こと。 

５ 感染症又は非常災害の発生時におい

て、入所者に対してサービスを継続的

に提供し、及び非常時の体制で早期の

別表（第４条関係） 

区分 基準 

略 

サービ

スの提

供 

１・２ 略 

３ 次に掲げる事項に関する規程を定め

ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

４ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるものとし、その計

画を実行できるよう入所者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。 
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業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講

ずること。また、従業者に対し、業務

継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施す

ること。なお、業務継続計画は定期的

に見直しを行い、必要に応じて変更を

行うこと。 

６ 略 

７ 略 

８ 略 

略 

５ 略 

６ 略 

７ 略 

略 

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正） 

第３条 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第76号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第４条 略 

２ 略 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修の実施その他必

要な措置を講じなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを

提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規

定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し、適切かつ有効に行うよう努めなければならな

い。 

５ 略 

６ 略 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第４条 略 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第６条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他

必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サ

ービスを提供するに当たっては、法第118条の２第

１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

（指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第６条 略 

２ 略 
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報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。 

５ 略 

６ 指定介護予防サービス事業者は、次の基本方針に

基づき、指定介護予防サービスの事業を行わなけれ

ばならない。 

(１)～(６) 略 

(７) 施設の全部が第４条第６項第９号ア及びイに

掲げる要件に該当する介護予防短期入所生活介護

（以下「ユニット型介護予防短期入所生活介護」

という。）は、前号に定めるもののほか、各ユ 

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するもの

でなければならない。 

(８) 略

(９) 施設の全部が第４条第６項第９号ア及びイに

掲げる要件に該当する介護予防短期入所療養介護

（以下「ユニット型介護予防短期入所療養介護」

という。）は、前号に定めるもののほか、各ユ 

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するもの

でなければならない。 

(10)～(12) 略 

３ 略 

４ 指定介護予防サービス事業者は、次の基本方針に

基づき、指定介護予防サービスの事業を行わなけれ

ばならない。 

(１)～(６) 略 

(７) 施設の全部が第４条第４項第９号ア及びイに

掲げる要件に該当する介護予防短期入所生活介護

（以下「ユニット型介護予防短期入所生活介護」

という。）は、前号に定めるもののほか、各ユ 

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するもの

でなければならない。 

(８) 略

(９) 施設の全部が第４条第４項第９号ア及びイに

掲げる要件に該当する介護予防短期入所療養介護

（以下「ユニット型介護予防短期入所療養介護」

という。）は、前号に定めるもののほか、各ユ 

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するもの

でなければならない。 

(10)～(12) 略 

別表（第５条、第７条関係） 

１ 訪問介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(８) 略

(９) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

別表（第５条、第７条関係） 

１ 訪問介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 
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管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(７)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 感染症又は非常災害の発生時

において、利用者に対してサー

ビスを継続的に提供し、及び非

常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずること。また、従業

者に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施する

こと。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応

じて変更を行うこと。 

７ 略 

略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 

５ 略 

略 

２ 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(７) 略 

(８) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(９) 略

(10) 略

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

２ 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(７) 略 

(８) 略

(９) 略

サービスの

提供 

１・２ 略 
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４ サービスの開始の項第３号

(１)から(８)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(７)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 

５ 略 

略 

３ 訪問看護又は介護予防訪問看護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(８) 略

(９) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(７)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

３ 訪問看護又は介護予防訪問看護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 
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６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

５ 略 

略 

４ 訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハ

ビリテーション 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

４ 訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハ

ビリテーション 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 略

(７) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(５)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 
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び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

５ 略 

略 

５ 居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指

  導 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(７) 略

(８) 略

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

５ 居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指

  導 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 略

(７) 略

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(５)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 

５ 略 

略 
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６ 通所介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(９) 略 

(10) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(11) 略

(12) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(10)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５・６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

８ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対する業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

９ 略 

略 

６ 通所介護 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(９) 略 

(10) 略

(11) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(９)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５・６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

８ 略 

略 

７ 通所リハビリテーション又は介護予防通所リハ

ビリテーション 

７ 通所リハビリテーション又は介護予防通所リハ

ビリテーション 
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区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(９) 略 

(10) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(11) 略

(12) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(10)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

７ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

８ 略 

略 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(９) 略 

(10) 略

(11) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(９)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

７ 略 

略 

８ 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介

  護 

区分 基準 

８ 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介

  護 

区分 基準 
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略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(８) 略 

(９) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(10) 略

(11) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(９)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

７ 略 

８ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対する業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

９ 略 

略 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(８) 略 

(９) 略

(10) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(８)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

７ 略 

８ 略 

略 

９ 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介

  護 

区分 基準 

９ 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介

  護 

区分 基準 
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略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(８) 略

(９) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(７)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

７ 略 

８ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

９ 略 

略 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１～３ 略 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

７ 略 

８ 略 

略 

10 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設

入居者生活介護 

区分 基準 

10 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設

入居者生活介護 

区分 基準 
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略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、入居及びサービ

スの提供に関する契約を書面に

より締結すること。 

(１)～(８) 略 

(９) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(10) 略

(11) 略

(12) 略

略 

サービスの

提供 

１～４ 略 

５ サービスの開始の項第３号

(１)から(９)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。

また、訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めること。 

８ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

９ 略 

略 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、入居及びサービ

スの提供に関する契約を書面に

より締結すること。 

(１)～(８) 略 

(９) 略

(10) 略

(11) 略

略 

サービスの

提供 

１～４ 略 

５ サービスの開始の項第３号

(１)から(８)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び職員に周知

し、定期的に訓練を行うこと。 

８ 略 

略 

11 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与 

区分 基準 

11 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与 

区分 基準 
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略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 略

(７) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(５)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 

５ 略 

12 特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販 

売 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し

12 特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販 

売 

区分 基準 

略 

サービスの

開始 

１・２ 略 

３ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付し
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て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 虐待の防止のための措置

に関する事項 

(７) 略

(８) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ 感染症その他の規則で定める

健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康

管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

４ サービスの開始の項第３号

(１)から(６)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

５ 略 

６ 業務継続計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置

を講ずること。また、従業者に

対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うこと。 

７ 略 

略 

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ること。 

(１)～(５) 略 

(６) 略

(７) 略

略 

サービスの

提供 

１・２ 略 

３ サービスの開始の項第３号

(１)から(５)までに掲げる事項

その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定

めること。 

４ 略 

５ 略 

略 

（鳥取県介護保険施設に関する条例の一部改正） 

第４条 鳥取県介護保険施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第77号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（指定介護老人福祉施設の基本方針） 

第３条 指定介護老人福祉施設の基本方針は、次のと

おりとする。 

(１)・(２) 略

(３) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修の実施その他必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（指定介護老人福祉施設の基本方針） 

第３条 指定介護老人福祉施設の基本方針は、次のと

おりとする。 

(１)・(２) 略
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(４) 介護福祉施設サービスを提供するに当たって

は、法第118条の２第１項に規定する介護保険等

関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければならない。 

(５) 略

２ 略 

（介護老人保健施設の基本方針） 

第５条 介護老人保健施設の基本方針は、次のとおり

とする。 

(１)・(２) 略

(３) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修の実施その他必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

(４) 介護保健施設サービスを提供するに当たって

は、法第118条の２第１項に規定する介護保険等

関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければならない。 

(５) 略

２ 略 

（介護医療院の基本方針） 

第７条 介護医療院の基本方針は、次のとおりとす

る。 

(１)・(２) 略

(３) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修の実施その他必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

(４) 介護医療院サービスを提供するに当たって

は、法第118条の２第１項に規定する介護保険等

関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければならない。 

(５) 略

２ 略 

別表第１（第４条関係） 

区分 基準 

略 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。た

だし、入所者の処遇に支障がない場

合として規則で定める場合にあって

は、この限りでない。 

(１)～(５) 略 

(３) 略

２ 略 

（介護老人保健施設の基本方針） 

第５条 介護老人保健施設の基本方針は、次のとおり

とする。 

(１)・(２) 略

(３) 略

２ 略 

（介護医療院の基本方針） 

第７条 介護医療院の基本方針は、次のとおりとす

る。 

(１)・(２) 略

(３) 略

２ 略 

別表第１（第４条関係） 

区分 基準 

略 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。た

だし、入所者の処遇に支障がない場

合として規則で定める場合にあって

は、この限りでない。 

(１)～(５) 略 
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(６) 栄養士又は管理栄養士

(７)～(９) 略 

２～４ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するとき

は、あらかじめ、入所申込者又はそ

の家族に対し、次に掲げる事項を記

載した書面を交付して説明を行い、

入所申込者の同意を得ること。 

(１)～(７) 略 

(８) 虐待の防止のための措置に関

する事項 

(９) 略

(10) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～４ 略 

５ 入所の項第４号(１)から(８)まで

に掲げる事項その他施設の運営に関

する重要事項についての規程を定め

ること。 

６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

び職員に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。 

８ 感染症又は非常災害の発生時にお

いて、入所者に対してサービスを継

続的に提供し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講ずること。また、従

業者に対し、業務継続計画について

周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施すること。な

お、業務継続計画は定期的に見直し

を行い、必要に応じて変更を行うこ

と。 

９ 略 

10 略 

(６) 栄養士

(７)～(９) 略 

２～４ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するとき

は、あらかじめ、入所申込者又はそ

の家族に対し、次に掲げる事項を記

載した書面を交付して説明を行い、

入所申込者の同意を得ること。 

(１)～(７) 略 

(８) 略

(９) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～４ 略 

５ 入所の項第４号(１)から(７)まで

に掲げる事項その他施設の運営に関

する重要事項についての規程を定め

ること。 

６ 略 

７ 非常災害対策は、非常災害時の情

報の収集、連絡体制、避難等に関す

る具体的な計画を定めるとともに、

その計画を実行できるよう利用者及

び職員に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 

８ 略 

９ 略 

kamadaminori
線
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略 

別表第２（第６条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１)～(７) 略 

(８) 栄養士又は管理栄養士

(９)～(11) 略 

２～４ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するときは、

あらかじめ、入所申込者又はその家族

に対し、次に掲げる事項を記載した書

面を交付して説明を行い、入所申込者

の同意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置に関す

る事項 

(８) 略

(９) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～５ 略 

６ 入所の項第４号(１)から(７)までに

掲げる事項その他施設の運営に関する

重要事項についての規程を定めるこ

と。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるとともに、その計

画を実行できるよう利用者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。ま

た、訓練の実施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう連携に努める

こと。 

９ 業務継続計画を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講ずるこ

と。また、従業者に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期的に見

直しを行い、必要に応じて変更を行う

こと。 

10 略 

略 

別表第２（第６条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１)～(７) 略 

(８) 栄養士

(９)～(11) 略 

２～４ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するときは、

あらかじめ、入所申込者又はその家族

に対し、次に掲げる事項を記載した書

面を交付して説明を行い、入所申込者

の同意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～５ 略 

６ 入所の項第４号(１)から(６)までに

掲げる事項その他運営に関する重要事

項についての規程を定めること。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるとともに、その計

画を実行できるよう利用者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。 

９ 略 



  令和３年３月 30日 火曜日  鳥 取 県 公 報   号外第 32号 

- 36 -

11 略 

12 略 

略 

別表第３（第８条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１)～(６) 略 

(７) 栄養士又は管理栄養士

(８)～(11) 略 

２～５ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するときは、

あらかじめ、入所申込者又はその家族

に対し、次に掲げる事項を記載した書

面を交付して説明を行い、入所申込者

の同意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 虐待の防止のための措置に関す

る事項 

(８) 略

(９) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～５ 略 

６ 入所の項第４号(１)から(７)までに

掲げる事項その他施設の運営に関する

重要事項についての規程を定めるこ

と。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるとともに、その計

画を実行できるよう利用者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。ま

た、訓練の実施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう連携に努める

こと。 

９ 業務継続計画を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講ずるこ

と。また、従業者に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。なお、業務継続計画は定期的に見

直しを行い、必要に応じて変更を行う

10 略 

11 略 

略 

別表第３（第８条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１)～(６) 略 

(７) 栄養士

 (８)～(11) 略 

２～５ 略 

略 

入所 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始するときは、

あらかじめ、入所申込者又はその家族

に対し、次に掲げる事項を記載した書

面を交付して説明を行い、入所申込者

の同意を得ること。 

(１)～(６) 略 

(７) 略

(８) 略

略 

サービ

スの提

供 

１～５ 略 

６ 入所の項第４号(１)から(６)までに

掲げる事項その他運営に関する重要事

項についての規程を定めること。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時の情報

の収集、連絡体制、避難等に関する具

体的な計画を定めるとともに、その計

画を実行できるよう利用者及び職員に

周知し、定期的に訓練を行うこと。 
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こと。 

10 略 

11 略 

12 略 

略 

９ 略 

10 略 

11 略 

略 

（鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例の一部改正） 

第５条 鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第78号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（基本方針） 

第３条 指定介護療養型医療施設の基本方針は、次の

とおりとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じな

ければならない。 

(５) 介護療養施設サービスを提供するに当たって

は、介護保険法第118条の２第１項に規定する介

護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適

切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

(６) 略

２ 略 

（基本方針） 

第３条 指定介護療養型医療施設の基本方針は、次の

とおりとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 略

２ 略 

別表（第４条関係） 

区分 基準 

従業者の配置 １ 次に掲げる従業者を置くこ

と。 

(１)～(３) 略 

(４) 略

(５) 略

(６) 略

(７) 略

(８) 栄養士又は管理栄養士

（病院に限る。） 

(９)・(10) 略

２～４ 略 

略 

入院及び退院 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、患者又はそ

別表（第４条関係） 

区分 基準 

従業者の配置 １ 次に掲げる従業者を置くこ

と。 

(１)～(３) 略 

(４) 栄養士（病院に限る。）

(５) 略

(６) 略

(７) 略

(８) 略

(９)・(10) 略

２～４ 略 

略 

入院及び退院 １～３ 略 

４ サービスの提供を開始すると

きは、あらかじめ、患者又はそ
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の家族に対し、虐待の防止のた

めの措置に関する事項を記載し

た書面を交付して説明を行うよ

う努めるとともに、次に掲げる

事項を記載した書面を交付して

説明を行い、患者の同意を得る

こと。 

(１)～(８) 略 

略 

サービスの提

供 

１～５ 略 

６ 入院及び退院の項第４号(１)

から(６)までに掲げる事項その

他施設の運営に関する重要事項

についての規程を定めるととも

に、虐待の防止のための措置に

関する事項に関する規程を定め

ておくよう努めること。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び従業者に周

知し、定期的に訓練を行うこ

と。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めること。 

９ 感染症又は非常災害の発生時

において、入院患者に対してサ

ービスを継続的に提供し、及び

非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずるよう努めるこ

と。また、従業者に対し、業務

継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施するよう努めるこ

と。なお、業務継続計画は定期

的に見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うよう努めること。 

10 略 

11 略 

12 略 

の家族に対し、次に掲げる事項

を記載した書面を交付して説明

を行い、患者の同意を得るこ

と。 

(１)～(８) 略 

略 

サービスの提

供 

１～５ 略 

６ 入院及び退院の項第４号(１)

から(６)までに掲げる事項その

他施設の運営に関する重要事項

についての規程を定めること。 

７ 略 

８ 非常災害対策は、非常災害時

の情報の収集、連絡体制、避難

等に関する具体的な計画を定め

るものとし、その計画を実行で

きるよう利用者及び従業者に周

知し、定期的に訓練を行うこ

と。 

９ 略 

10 略 

11 略 
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略 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（鳥取県軽費老人ホームに関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月31日までの間、第１条の規定による改正

後の鳥取県軽費老人ホームに関する条例別表入所及び退所の項第１号の規定の適用については、同号中「次に

掲げる事項」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項を記載した書面を交付して説明を行うよう努

めるとともに、次に掲げる事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とし、同表サービスの提

供の項第４号の規定の適用については、同号中「(１)から(７)まで」とあるのは「(１)から(６)まで」と、

「定めること」とあるのは「定めるとともに、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよ

う努めること」とし、同項第８号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努

めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行う

よう努めること」とする。 

（鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間、第２条の規定による改正後の鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老

人ホームに関する条例（以下この項において「新条例」という。）別表サービスの提供の項第３号の規定の適

用については、同号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（虐待の防止のための措置に関する事

項を除く。）」と、「定めること」とあるのは「定めるとともに、虐待の防止のための措置に関する事項に関

する規程を定めておくよう努めること」とし、新条例別表サービスの提供の項第５号の規定の適用について

は、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施する

よう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。 

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月31日までの間、第３条の規定による改正後の鳥取県居宅サービス事業及び介護予防

サービス事業に関する条例（以下この項において「新条例」という。）別表の１の表サービスの開始の項第３

号、２の表サービスの開始の項第３号、３の表サービスの開始の項第３号、４の表サービスの開始の項第３号、

５の表サービスの開始の項第３号、６の表サービスの開始の項第３号、７の表サービスの開始の項第３号、８

の表サービスの開始の項第３号、９の表サービスの開始の項第３号、10の表サービスの開始の項第３号、11の

表サービスの開始の項第３号及び12の表サービスの開始の項第３号の規定の適用については、これらの規定中

「次に掲げる事項」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項を記載した書面を交付して説明を行う

よう努めるとともに、次に掲げる事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とし、新条例別表

の１の表サービスの提供の項第４号、２の表サービスの提供の項第４号、３の表サービスの提供の項第４号、

４の表サービスの提供の項第４号、５の表サービスの提供の項第４号、６の表サービスの提供の項第４号、７

の表サービスの提供の項第４号、８の表サービスの提供の項第４号、９の表サービスの提供の項第４号、10の

表サービスの提供の項第５号、11の表サービスの提供の項第３号及び12の表サービスの提供の項第３号の規定

の適用については、これらの規定中「までに掲げる事項」とあるのは「までに掲げる事項（虐待の防止のため

の措置に関する事項を除く。）」と、「定めること」とあるのは「定めるとともに、虐待の防止のための措置

に関する事項に関する規程を定めておくよう努めること」とし、新条例別表の１の表サービスの提供の項第６

号、２の表サービスの提供の項第６号、３の表サービスの提供の項第６号、４の表サービスの開提供の項第６

号、５の表サービスの提供の項第６号、６の表サービスの提供の項第８号、７の表サービスの提供の項第７号、

８の表サービスの提供の項第８号、９の表サービスの提供の項第８号、10の表サービスの提供の項第８号、11

の表サービスの提供の項第６号及び12の表サービスの提供の項第６号の規定の適用については、これらの規定

中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努め

ること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。 
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（鳥取県介護保険施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月31日までの間、第４条の規定による改正後の鳥取県介護保険施設に関する条例（以

下この項において「新条例」という。）別表第１入所の項第４号、新条例別表第２入所の項第４号及び新条例

別表第３入所の項第４号の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる事項」とあるのは「虐待の防

止のための措置に関する事項を記載した書面を交付して説明を行うよう努めるとともに、次に掲げる事項（虐

待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とし、新条例別表第１サービスの提供の項第５号、新条例別

表第２サービスの提供の項第６号及び新条例別表第３サービスの提供の項第６号の規定の適用については、こ

れらの規定中「定めること」とあるのは「定めるとともに、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規

程を定めておくよう努めること」とし、新条例別表第１サービスの提供の項第５号中「(１)から(８)まで」と

あるのは「(１)から(７)まで」とし、新条例別表第２サービスの提供の項第６号及び別表第３サービスの提供

の項第６号中「(１)から(７)まで」とあるのは「(１)から(６)まで」とし、新条例別表第１サービスの提供の

項第８号、別表第２サービスの提供の項第９号及び別表第３サービスの提供の項第９号の規定の適用について

は、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは

「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。 
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鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治  

鳥取県条例第17号 

鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部

を改正する条例 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県児童福祉施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第７（第13条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

項目 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

３ 略 

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者及び職員に周知し、

定期的に訓練を行うこと。また、訓

練の実施に当たっては、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めるこ

と。 

５ 感染症又は非常災害の発生時にお

いて、入所者に対してサービスを継

続的に提供し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずること。また、職員

に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施すること。なお、業

務継続計画は定期的に見直しを行

い、必要に応じて変更を行うこと。 

６ 略 

略 

別表第７（第13条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

項目 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１ 略 

２ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

３ 略 

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者及び職員に周知し、

定期的に訓練を行うこと。 

５ 略 

略 
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２ 略 ２ 略 

別表第８（第14条関係） 

１ 福祉型児童発達支援センター 

項目 基準 

職 員

の 配

置 

１・２ 略 

３ 日常生活及び社会生活を営むため

に医療的ケア（人工呼吸器による呼

吸管理、喀痰
かくたん

吸引等の医療行為をい

う。以下同じ。）を恒常的に受けるこ

とが不可欠な障害児に医療的ケアを

行う場合又は主として重症心身障害

児が通う場合には、第１号に掲げる

職員のほか、看護職員を置くこと。

ただし、利用者の処遇に支障がない

場合として規則で定める場合にあっ

ては、この限りでない。 

４・５ 略 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

 別表第７の１の表サービスの提供の

項に掲げる基準を満たすこと。 

略 

別表第８（第14条関係） 

１ 福祉型児童発達支援センター 

項目 基準 

職 員

の 配

置 

１・２ 略 

３ 主として重症心身障害児が通う施

設には、第１号に掲げる職員のほ

か、看護職員を置くこと。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合とし

て規則で定める場合にあっては、こ

の限りでない。 

４・５ 略 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

別表第１サービスの提供の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

略 

２ 医療型児童発達支援センター 

項目 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

別表第７の１の表サービスの提供の

項に掲げる基準を満たすこと。 

略 

２ 医療型児童発達支援センター 

項目 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

別表第１サービスの提供の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

略 

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第81号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第６条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

従 業

者 の

配置 

１ 児童発達支援センターであるもの

を除き、従業者は、次のとおりとす

る。 

別表第１（第６条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

従 業

者 の

配置 

１ 児童発達支援センターであるもの

を除き、従業者は、次のとおりとす

る。 
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(１) 次に掲げる従業者を置くこ

と。 

ア 略

イ 児童指導員又は保育士

ウ・エ 略

(２) 日常生活及び社会生活を営む

ために医療的ケア（人工呼吸器に

よる呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引等の医療

行為をいう。以下同じ。）を恒常的

に受けることが不可欠である障害

児に医療的ケアを行う場合又は主

として重症心身障害児が通う場合

は、(１)に掲げる従業者のほか、

看護職員（保健師、助産師、看護

師又は准看護師をいう。以下同

じ。）を置くこと。ただし、利用者

の支援に支障がない場合として規

則で定める場合にあっては、この

限りでない。 

(３) 児童指導員又は保育士のうち

１人以上は、常勤であること。 

(４) 略

２ 児童発達支援センターの従業者

は、次のとおりとする。 

(１)・(２) 略

(３) 日常生活及び社会生活を営む

ために医療的ケアを恒常的に受け

ることが不可欠である障害児に医

療的ケアを行う場合又は主として

重症心身障害児が通う場合は、

(１)に掲げる従業者のほか、看護

職員を置くこと。ただし、利用者

の支援に支障がない場合として規

則で定める場合にあっては、この

限りでない。 

(４) 略

３～６ 略 

略 

サ ー

ビ ス

１～５ 略 

６ 感染症その他の規則で定める健康

(１) 次に掲げる従業者を置くこ

と。 

ア 略

イ 児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス事業に従事した

経験を有する者であって規則で

定めるもの（以下「障害福祉サ

ービス経験者」という。） 

ウ・エ 略

(２) 主として重症心身障害児が通

う場合は、(１)に掲げる従業者の

ほか、看護職員（保健師、助産

師、看護師又は准看護師をいう。

以下同じ。）を置くこと。 

(３) 児童指導員、保育士又は障害

福祉サービス経験者のうち１人以

上は、常勤であること。 

(４) 略

２ 児童発達支援センターの従業者

は、次のとおりとする。 

(１)・(２) 略

(３) 主として重症心身障害児が通

う場合は、 (１ )に掲げる従業  

者のほか、看護職員を置くこと。 

(４) 略

３～６ 略 

略 

サ ー

ビ ス

１～５ 略 

６ 感染症その他の規則で定める健康
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の 提

供 

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

７・８ 略 

９ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。  

10 感染症又は非常災害の発生時にお

いて、利用者に対してサービスを継

続的に提供し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずること。また、従業

者に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施すること。なお、

業務継続計画は定期的に見直しを行

い、必要に応じて変更を行うこと。 

11 略 

略 

２ 医療型児童発達支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。 

９ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

の 提

供 

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

７・８ 略 

９ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 

10 略 

略 

２ 医療型児童発達支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 
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こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

10 略 

略 

３ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従 業

者 の

配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１) 略

(２) 児童指導員又は保育士

(３)・(４)  略 

２ 日常生活及び社会生活を営むため

に医療的ケアを恒常的に受けること

が不可欠である障害児に医療的ケア

を行う場合又は主として重症心身障

害児が通う場合は、前号に掲げる従

業者のほか、看護職員を置くこと。

ただし、利用者の支援に支障がない

場合として規則で定める場合にあっ

ては、この限りでない。 

３ 略 

４ 児童指導員又は保育士のうち１人

以上は、常勤であること。 

５～８ 略 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。 

９ 業務継続計画を策定し、当該業務

９ 略 

略 

３ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従 業

者 の

配置 

１ 次に掲げる従業者を置くこと。 

(１) 略

(２) 児童指導員、保育士又は障害

福祉サービス経験者 

(３)・(４) 略

２ 主として重症心身障害児が通う場

合は、前号に掲げる従業者のほか、

看護職員を置くこと。 

３ 略 

４ 児童指導員、保育士又は障害福祉

サービス経験者のうち１人以上は、

常勤であること。 

５～８ 略 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう利用者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 
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継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

10 略 

略 

４ 居宅訪問型児童発達支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

６・７ 略 

８ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

９ 略  

略 

５ 保育所等訪問支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５・６ 略 

７ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

９ 略 

略 

４ 居宅訪問型児童発達支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

６・７ 略 

８ 略 

略 

５ 保育所等訪問支援 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

５・６ 略 
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８ 略 

略 

７ 略 

略 

別表第２（第７条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。 

９ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

10 略 

略 

２ 医療型障害児入所施設 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害が発生し、又はまん延しないよ

うに、衛生上及び健康管理上必要な

措置を講ずること。 

５・６ 略 

７ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者又はその保護者及び

別表第２（第７条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～４ 略 

５ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

６・７ 略 

８ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者又はその保護者及び

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 

９ 略 

略 

２ 医療型障害児入所施設 

区分 基準 

略 

サ ー

ビ ス

の 提

供 

１～３ 略 

４ 感染症その他の規則で定める健康

被害の発生を防止するために衛生上

及び健康管理上必要な措置を講ずる

こと。 

５・６ 略 

７ 非常災害時の情報の収集、連絡体

制、避難等に関する具体的な計画を

定めるとともに、その計画を実行で

きるよう入所者又はその保護者及び
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従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。また、訓練の実施に当たっ

ては、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めること。 

８ 業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずる

こと。また、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施

すること。なお、業務継続計画は定

期的に見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこと。 

９ 略 

略 

従業者に周知し、定期的に訓練を行

うこと。 

８ 略 

略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月31日までの間、第１条の規定による改正

後の鳥取県児童福祉施設に関する条例別表第７の１の表サービスの提供の項第５号の規定の適用については、

同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう

努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。 

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間、第２条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児

入所施設に関する条例（以下「新条例」という。）別表第１の１の表サービスの提供の項第10号、２の表サー

ビスの提供の項第９号、３の表サービスの提供の項第９号、４の表サービスの提供の項第８号及び５の表サー

ビスの提供の項第７号並びに別表第２の１の表サービスの提供の項第９号及び２の表サービスの提供の項第８

号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施

すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とす

る。 

４ この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者については、新条例別表第１の１の表従

業者の配置の項第１号(１)イ及び(３)の規定にかかわらず、令和５年３月31日までの間は、なお従前の例によ

る。 

５ この条例の施行の際現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者については、新条例別表第１の

３の表従業者の配置の項第１号(２)及び第４号の規定にかかわらず、令和５年３月31日までの間は、なお従前

の例による。 




